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Ｉ． は じ め に

１９７８ 年 よ り 開 始 さ れ た 中 国 の 経 済 改 革 ・ 開 放 政 策 は、 昨 年 あ た り か ら 新 し い 段 階 に 入 っ て

き た。 そ れ を 象 徴 す る も の が、 １９９３ 年 １１月 に 開 催 さ れ た 中 国 共 産 党 第 １４ 期 ３ 中 全 会 に お い

て採択された 「社会主義市場経済体制を確立するうえでの若干の問題にっいての中共中央の決

定」 （以 下 「決 定」 と す る） で あ っ た。 そ れ は、 全部 で ５０ ケ 条 に 及 ぴ、 「社 会 主 義 市 場 経 済」

を 確 立 す る た め に、 経 済 改 革 ・ 対 外 開 放 政 策 を 多 方 面 に 展 開 す る こ と を 明 ら か に した 重要 な 決

定 で あ っ た （『人 民 日 報』 １９９３ 年 １１ 月 １７日） ω
。 こ の 「決 定」 に 基 づき、 す で に 多 く の 改 革

が 実 施 さ れ てき て い る。 と く に 株 式 会 社 や 会計、 税 制、 金 融 な ど の 各分 野 の 制 度改 革 に 関 わ る

法 律 や 条 例 が ど し ど し 制 定 さ れ、 いわ ゆ る 中国 的 な 「人 治」 主 義 か ら 「法治」 主 義 へ の転 換 が

急 が れ て い る。 最 近 の 重 要 な 法 律 や条 例 と し て は、 消 費 者 保 議 と 市 場経 済 の た め の 「製 晶 品 質

法」 （１９９３ 年 ９月）、 「反 不 正 当 競 争 法」 （１９９３ 年 １２月 施 行）、 「消 費 者 権 益 保 議 法」 （１９９４ 年 １

月 施 行）、 一連 の 税 制 の 改 正 法 と 条 例 （１９９４ 年１ 月 施 行）、 「人 民 銀 行 法」 （１９９５ 年 ３月 施 行）、

「商 業 銀 行 法」 （１９９５ 年 ７ 月 施行）、 企 業 会 計 制 度 の 変 革 の た め の 「企 業会 計 準 則」 と 「企 業 財

務 通 則」 （１９９３年 ７月 施 行）、 お よ び 「会 計 法 の 修 正」 と 「公 認 会計 士 法」 （１９９４ 年 １月 施 行）、

更 に企 業改 革 の た め の 「会 社 法」 （１９９４ 年７月 施 行）、 「労 働組 合 法」 （１９９２ 年 ４ 月 施 行）、 「労

働 法」 （１９９５ 年 １月 施 行） な ど が あ る。

こ の よ う な 中 で 中 国 の 企 業 会 計 制 度 は 一 犬 変 革 を 遂 げる に 至 っ た の で あ る。 今 や 中 国 の 企 業

会計は、 旧来の社会主義的な会計制度から資本主義社会の会計制度に大きく近づいてきたので

ある。 現在、 財政部は企業会計準則の 「具体準則」 確立のための公開草案 （征求怠見稿） を昨

年 か ら・ 中 国 会 計 学 会、 中 国 公 認 会 計 士協 会、 中 国 総 会 計 師 協 会、 大 学、 そ の 他関 係 機 関 に 送

付 し、 そ の 検 討 と 意 見 の 提 出 を 求 め て いる。 こ の 「具 体 準 則」 草 案 は、 国 際会 計 基 準 を意 識 し

て、 「企業 会計 準 則 第 × 号」 と い う 形 態 で そ れ ぞ れ 支 払 債 務 項 目、 受 取 債 権 項 目、 棚 卸 資 産、

投 資、 借 入 賓 用 の 資 産 化、 貸 借 対 照 表、 損 益 計 算 書 の ７ つ の 課 題 が と り あ え ず 提 起 さ れ て い

る 。
（２〕

本稿の目的は、 このように経済改革と会計制度の変革が急速に進む中で、 中国企業会計研究

の 一 っ の 領 域 で あ る 社 会 関 連 会計 研 究 の 現 状 と そ の 課 題 を明 ら か に しよ う と す る も の で あ る。

筆 者 は、 １９９４ 年４ 月 よ り 半 年 間、 国 際 交 流 基 金 よ り 派 追 さ れ
、 中 国 社 会 科 学 院 客 員 研 究 員 と

して 在 外 研究 に従 事 し て き た が、 本 稿 は そ の 研 究 成 果 の 一 部 で あ る。 な お 本 稿 は 社 会 関 連 会 計
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学 会 第 ７ 回 全 国 大会 で の 報 告 要 旨 に 一 部 加 筆 した も の で あ る。

皿． 中国社会関連会計 研究の現状と特徴

中 国 の社 会 関 連 会 計 研 究 の 現 状 に っ い て、 著 書 と 研 究 論 文、 およ び 学 会 の 研 究 動 向 の ２ っ の

側 面 か ら 考 察 し て い き た い。

１． 著 害、 論 文 に つ い て

中国の会計制度と理論を研究する場合、 新中国成立より１９８５年の 「会計法」 が施行される

ま で の ３５ 年 間 の 「会 計 大 事 記」、 重 要 法 規 と制 度、 さ ら に 重 要 文 章 と 報 告 な ど を 整 理 した 楊 紀

碗 主 編 の 『中 国 現 代 会 計 手 冊』 （中 国 財 政 経 済 出 版 社、 １９８８ 年） が重 要 であ る。 ま た 経済 改革・

開 放 政 策 が 開 始 さ れ た １９７８ 年 か ら １９８８ 年 ま で の １Ｏ 年 間 の 財 務、 会 計、 監 査 の ２００ 余 の 雑 誌

よ り、 そ れ ぞ れ 各 項 目 ごと に 重 要 な 論 文 を 抜 き 出 し、 そ の 要 約 と 共 に 関 遵 論 文 を 掲 載 し た 徐興

恩主編 『会計学専業参考文献 上・下』（北京経済学院出版社、１９８９年） も大変便利な著書で

あ る。 こ の ２ つ の 著 書 以 外 に、 筆 者 は、 中 国 会 計 学 会 ・ 中 国 原 価 研 究 会 の 機 関 誌 『会 計 研 究』、

中国公認会計士協会の機関誌 『公認会計士通信』、 財政部の 『財務と会計』、 中国の各地の財務

と 会 計 関 連 雑 誌 よ り、 重 要 な 論 文 を 集 め た 中 国 人 民 大 学 書 報 資 料 セ ン タ ー の 『財 脅 と 会 計』 な

どを 参考 に し て、 社 会 関 連 会 計 に関 す る 著 書 ・ 論 文 を 収 集 し た （表 １ 参 照）。 社 会 関 連 会 計 の

領域 を ど の よ う に 設 定 す る か は、 非 常 に 難 し い と こ ろ であ り、 こ こ で は １９６０ 年 代 後 半 か ら 欧

米 で 展開 さ れ て き た ソ ー シャ ル ・コ ス ト 論、 企 業 社 会 責 任 会 計、 付 加 価 値 会 計・ 近 年 の 現 境 会

計 な ど に 限 定 し、 と く に 目 立 っ た 人 的 資 源 会 計 も 参 考 ま で に 含 め る こ と に した。
（３〕

ま ず、 筆 者 の 知 る 限 り で は こ の 領 域 に お け る 晴 矢 と い え る 著 書 は、 １９８９ 年 に 刊 行 さ れ た 閻

達 五 主 編 『社 会 会 計』 であ る。 閻 教 授 は、 中 国 人 民 大 学 の 教 授 で、 現 代 中 国 会 計 学 界 を 代 表す

る 研 究 者 で あ る。 閻 教 授 の 指 導 に よ る ３ 人 の 大 学 院 生 の 修 士 論 文 を 基 礎 に し て・ ま と め あ げ ら

れ た の が こ の 『社 会 会 計』 で あ る。 同 書 は そ の 書 名 の よ う に、 主 と し て 社 会 会 計 （Ｓｏｃｉａ１

Ａ㏄ｏ㎜ｔｉｎｇ） や ＳＮ Ａ に っ い て 論 じ ら れた も の で あ る が、 そ の 第 ３ 章 で は 西 側 諸 国 の 社 会 責

任 会 計 の 発 展 と基 本 的 内 容 ・ 方 法 に つ い て紹 介 さ れ て い る。 付加 価 値 計 算 書 に つ い て も そ こ で

取 り 上 げ ら れ て い る。

と こ ろ セ 中 国 の 会 計 研 究 者 に 社会 関遵 会 計 に っ い て 質 問 を す る と・ 多 く の 回 答 は 中 国 で はあ

ま り 問題 に な っ て い な い と い う こ と で あ る が、 若 手 の 幾 人 か の 研 究 者 は、 こ の 分 野 の 専 門 家 と

し て 宋 献 中 氏 の 名 を 挙 げて い た。 彼 は 以 前、 湖 南 省 の 湖 南 財 経 学 院 の 講 師 を さ れて いた が、 ３

年 前 に 広 州 の 華 僑 の 大 学 と し て 有名 な 賢 南 大 学 に 転 任 し、 現 在 副 教 授 と な っ て いる。 彼 は、 湖

南 財 経 学 院 の 同 僚 で あ っ た 李 咬 予 氏 と 共 同 で ｒ企 業 社 会 責 任 会 計』 を 公 刊 して いる。 彼 ら の著

書 は、 本 文 ３２７ 頁 で、 第 １ 章 社 会 責 任 会 計 の 誕 生 と 発 展、 第 ２ 章 社 会 責 任 会 計 の 理 論 構 造、 第

３ 章 社 会 責 任 会 計 の 測 定 方 法 の 研 究、 第 ４ 章 社 会 責 任 会 計 の 報 告 モ デ ル、 第 ５ 章 ソ ー シ ャ ル コ

ス ト ・ ベ ネ フ ィ ッ トの 分 析、 第 ６ 章 経 済 活 動 中 の 社 会 的 評 価 の数 学 モ デ ル、 第 ７ 章 我 国 の 社 会
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・周迷 五主編 《社会会甘》 申国財政姪 済出版社 １９８９年１１月

・宋献申、 李岐予 《企並社会責任会甘》 中国財政曇済出版社 １９９２年５月

田昆偏 《社会責任会甘的杓想》１９８９年７月 （碩士捻文）

２
、

拾 文

・哲夫 《美干建 立我国社会責任会甘的思考》 《会甘学捻文逸 （１９９０至１９９２年〕》 申国財政鐙済 出版社

Ｉ９９３年１２月 （原載 《大逢財会》１９９２年第４期）
・宋献中 《西方社 会姪 済会甘学的芦生 笈展及 剖析》 《財会研究》１９８８隼第５期

・宋献申 《社会成本：財 努会 甘界不容忽棚的躁題》 《会甘研究》１９９３年２期

・李銅新 《捻社 会責任会甘与祭済特区建漫》 《蟹南大学研究生学扱》１９８５年 第２期

・王世定 《増値 会甘与 国民錘 済核算》 《銃甘研究》１９８８年第２期

・斐床行、 張カ 国 《新共 的増 値表》 《会甘研 究》１９８５年窮１期

・賭建析 《美千建立我国 社会 責任宵甘的探対》 《財姿 同趣研究》 （京北財姪大 学）１９９３年第１２期

・楊宗昌、 司金山 《企止 内部 責任会甘与社会責任会 甘初探》 《財努与会甘》 （中国人民大学辛扱資 料申心）

１９９１年８月

田昆偏 《社会責 任会甘梅造 初探》 《財努与会甘》 （申国人民大学辛扱資料 申心） １９９１隼８月

・孟凡利 《社会責任会甘：由西 方看中国》 《財努与会 甘》 （中国人民大学辛扱 資料申心）１９９０年 １１月

肖情 《社会会甘引捻》 《財努 与会甘》 （申国人展 大学辛扱資料申心 口９９１年６月，
原 載 《申南財錘大学研 究生 文江》１９９１年２月

・王道海 《社会責 任会甘初 探》 《財努与会甘》 （中 国人民大学辛搬資料申心）１９９２年２月， 原載 《四川会甘》

１９９１年１月

・陳苑鉦 《捻会甘 目禄系 銃的 重新杓造 一 兼施社会責 任会甘対 会汁理捻的沖缶》 《会甘研 究》１９９０年 螂

・葛 家 樹、 李 若 山 《九 十 年 代 西 方 会 甘 理 捻 的 一 介 新 恩 満 一 録 色 会 甘 理 捻 （Ｇｒｅｅｎ ＾㏄ｏ㎜ｔｉ㎎ Ｔｈｅｏｒｙ） 》

《会甘研究》１９９２隼５期
・習 新生 《大循琢成本理施》 《財努与会甘》１９９３年第１０期

・王立彦 《生志那境成本捻》 中青年財努成本研究会１９９４年年会拾文

３、 人 力 資 源 会 汁

・ 段 延 卓 《 “人 オ 会 甘” 調 泌》 ， 《会 甘 学 捻 文 逸 （１９８１年） 》 中 国 財 政 姪 済 出 版 社，１９８２年

・刺 志林 《泣当重棚人オ 培兼成本的研究》， 《会汁研 究》工９８５年第３期

・蓑 新 文 《‘‘人 オ 会 甘” 与教 育 隻 済 敬 果》 ， 《会 甘 研 究》 １９８６年 第２期

・渇 均科 《西方人力資源会甘的 坪扱》 ， 《云 南会甘》１９８６年第４期

ヌ隅 江 《人力資源会甘》， 《財会研究》１９８７年第１期

・張 俊瑞 《美子人力資源会甘的 几介同題》， 《会汁研 究》１９８７年第２期

・膝仁椿 《建立我国人力資源 管理会甘， カ “七五” 甘矧服努》 ， 《度 ｎ大学学扱》 （哲社 版）

１９８７年 第１期

・李 敬解 《美国人オ会甘筒介》， 《吉林会甘》１９８７年第３期

・嚇 叉 解 《拾 人 才 管 理 会 甘》 ， 《財 会 通 汎》 １９８７年 第１０期

・張噌 《人力資源会甘著 干同 題的思看》 ， 《財会宵》１９８８年第１期

・責 曉霞 《人力賀源会甘 之我 凪》 ， 《中南財姪大学 研究生学扱》１９８８年第１期

・ 丁 英 森 《稔 人 オ 会 甘》 ， 《財 努 与 会 甘》１９８８年 第２期

・声 仁容 《人力資源会甘若干 理袷同題的探対》， 《上海会甘》１９８８隼第５期

・瞭美隼 《浅淡人力資源 会甘 庇用的可行性》， 《上海会甘》１９８８年窮７期

・王志患、 対仲文 ‘我国 推行 人力資源会甘的 必要悟 及可能悟， 《財努 与会 甘》１９９３年第１０期

・刺彩霞 《人力資源会甘 浅捻》 ， 《財努与会甘》１９９３年第１０期
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責 任 会 計 構 築 の た め の 全 体 的 構 想、 の ７ つ の 章 か ら 構 成 さ れて い る。 そ れ は、 アメ リ カ 会 計 学

会 を は じめ、 １９６０ 年 代 後 半 か ら７０年 代に か け て の 主 要 な ア メ リ カ の 企 業 社 会 責 任 会 計 に 関 す

る 理 論 を 押 さ え、 整 理 した、 理 論 的 に も す ぐ れ た 著 書 だ と 思 わ れ る。 宋 献 中 氏 は こ の 他 に も社

会関連会計に関する論文を発表されているが、「社会原価：財務会計界が無視することが許さ

れ な い 課 題」 は、
１９９３ 年 度 会 計 学 優 秀 論 文 の 一 等 賞 ５ 編 の う ち の １ っ に 選 ぱれ て い る （『会 計

研 究』 １９９５ 年 ２ 月 号、 ４７ 頁）。
（’）

こ の他、 公 刊 さ れ て い な いが、 修 士 論 文 と して 天 津 財 経 学 院 に 提 出 さ れ た 田 現 儒 講 師 の著 書

が あ る。 同 氏 も 中 国 で は数 少 な い 社 会 関 連 会 計 研 究 者 の 一 人 で あ る。 彼 の 著 書 は、 本 文 ４６ 貢

の小冊子であり、 第１章社会責任会計発生の歴史的必然件、 第２章社会責任会計の構造、 第３

章社会責任原価量の測定、 第４章社会責任効益の考察、 第５章社会責任会計の実施、 の５っの

章 か ら 構 成 さ れ て い る。 彼 は、 主 と して 日 本 語 の 文 献 を 通 じ て 社 会 責 任 会 計 を 研 究 し て お り、

熊本大学留学中には神戸商科大学で開催された日本会計研究学会や社会関連会計学会に出席さ

れ て い た。
ω

こ こ で は 表 １ に 挙 げ た 個 々 の 論 文 に 論 究 す る こ と が で き な い が・ モ ー リ ー （Ｍｏｒ１ｅｙ， Ｍ．Ｆ．）

な ど のイ ギリ ス の 付加 価 値 会 計 を 紹 介 し、 論 評 し た 婁 爾 行 と 張 為 国 の 「新 興の付 加 価値 計 算書」

（『会 計 研 究』 １９８５ 年 第 １ 期）・ グ レ イ （Ｇｒａｙ， Ｒ．Ｈ．） な ど の グ リ ー ン ・ ア カ ウ ン テ ィ ン グ や 環

境会計を紹介し、 論評した葛家漫と李若山の 「９０年代西側会計理論の新思潮」 が注目される

も の で あ る。 そ れ ぞ れ 類 書 が 中 国 で は皆 無 に 近 い 状 況 の 中 で 公 表 さ れ た こ と は 重 要 な 意 義 が あ

り、 しか も婁 教 授 や葛 教 授 は、 早 く か ら 博 士 課 程 指 導 教 授 と し て 活 躍 さ れ、 そ れ ぞ れ 中 国 会 計

界を代表する長老の会計研究者なのである。 また若手の研究者である王立彦の 「生態環境原価

論」 と い う 論 文 も 興 味 深 い も の であ る。 彼 は、 北 京 大 学 工 商 管 理 学 院 の 教 授 で、 本 来 は国 民 経

済計算の専門家であるが、 企業会計領域にも関心を持ち、 同論文では持続可能な経済発展の視

点 か ら社 会 原 価 概 念 を 発 展 さ せ た 生 態 現 境 原 価 計 算 を 主 張す る の で あ る。

２． 学 会 に お け る 研 究 動 向 に つ い て

中 国 の 会 計 研 究 学 会 は、 日 本 と 違 っ て、 大 学 の 研 究 者、 公 認 会 計 士、 財 政 部 の 官 僚、 企 業 や

工 場 の会 計 担 当 者 な ど 基 本 的 に 会 計 を 職 業 と す る 人 々 が 組 織 と して 加 盟 し て い る と こ ろ に 特 徴

があ る。 現 在 中 国 に は、 １９８０ 年１ 月 ６ 日 に 財 政 部 の 全 面 的 な 支 援 に よ っ て 設 立 さ れ た 会 計 学

会 が あ る が、 そ の ほか に各 省、 自 治 区、 直 轄 市 に お い て 会 計 学 会 が組 織さ れ て い る （例 え ぱ 北

京 市 会 計 学 会、 河 北 省 会 計 学 会 な ど の よ う に）。 ま た 中 央 の いく っ か の 省 庁 ご と に も 会 計 学 会

が組織されている （例えぱ紡績工業会計学会、 航空工業会計学会、 電子工業会計学会などのよ

う に）。 全 国 的 で 最 も 権 威 あ る も の と さ れ て い る の が 中 国 会 計 学 会 で あ り、 同 学 会 は 中 国 原 価

研 究 会 と 共 に 機 関 誌 『会 計 研 究』 （創 刊 １９８０ 年） を 発 刊 し て い る。 な お こ の 『会 計 研 究』 は、

長く ２ ケ 月 に １ 度 で 年 ６ 回 発 行 だ っ た の で あ る が、 １９９５ 年 よ り 毎 月 刊 行 さ れ る よ う に な っ て
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い 孔 その他の各会計学会からも機関誌が発行されてい 乱 さらに会計学部がある大学や研究

機 関 か ら も多 数 の 会 計 理論 雑 誌 が 出 さ れ て い る。

こ の よ う な 中 で 注 目 し た い の が 中 青 年 財 務 ・ 原 価 研 究 会 で あ る。 同 研 究 会 は、 毎 年 夏 に 全 国

大 会 を 行 い、 全 国 の 若 手会 計 研 究 者 と 交 流 を は か っ て いる が、 昨 年 は８ 月 １８ 日 か ら２２ 日 に か

け て 杭 州 に お い て 第 ７ 回 の 大 会 を 開 催 した。 筆 者 も 昨 年こ の 杭 州 の 大 会 に 出席 し た。 こ の研 究

会 は、 中 国 会 計 学 会 が ２年 に １ 度 の 犬 会 で、 しか も ごく 限 ら れ た 代 表 者 の み の 会 議 に な っ て い

る も と で、 若 手 研 究 者 が自 由 に 議 論 を 行 う こ と が で き る 学 会 と し て 設 立 さ れ た そ う であ る。 こ

の 研 究 会 の 創 立 に は 東 北 財 経 大 学 の 関 係 者 が 尽 力 さ れ た よ う で、 そ の た め 今 で も事 務 局 は東 北

財 経 犬 学 に 置 か れ て い る。 ま た こ の 研 究 会 の 会 長 に は、 中 国 の 企 業 会 計 原 則 作 成 の 事 実 上 の 責

任 者 で あ る 財 政 部 会 計 事 務 管 理 司 の 凋 淑 平 副 司長 が な っ て い る。 咋 年 の 犬 会 に は 漏 淑 平 会 長 を

は じ め 財 政 部 か ら も 着 手 の 研 究 者 が 参 加 し て い た。

さ て 学 会 の 研 究 動 向 で あ る が、 や は り 多く の 研 究 者 は、 企 業 会 計 制 度 の 改 革 問 題 や 会 計 準 則

の 研 究 に 関 心 が 寄 せ ら れ て お り、 社 会 関連 会 計 研 究 は、 ま だ ま だ と 言 っ て も良 い ぐら いであ る。

ただ中青年財務・原佃研究会の全国大会には宋献中副教授や王立彦教授も参加されてい れ

皿． 中国企業会計制度 の特徴 （社会関連会計の視点 よリ）

１． 中 国 に お け る 現 代 企 業 の 背 景 と 特 歓

中 国 の企 業 会 計 制 度 を 研 究 し て い く う え で 考 慮 に い れ て お か な け れ ぱ な ら な い 現 代 中国 企 業

の 背 景 と 特 徴 を指 摘 し て お こ う。

ま ず第 １ に 現 代 の中 国 は、 社 会 主 義 市 場 経 済 体 制 の 確 立 を 国 是 と し て おり、 そ の た め に 様々

な 法 的 ・ 制 度 的 な 体 制 の整 備 が 進 め られ て い る こ と で あ る。 こ の 社 会 主 義 市 場経 済 は 郵小 平 が

南 方 視 察 で 打 ち 出 し （１９９２ 年 ２月）、 中 国 共 産 党 第 １４ 回 党 大 会 （１９９２年 １０ 月） で提 唱、 決 定

さ れ、 さ ら に 中 華 人 民 共 和 国 憲 法 の １９９３ 年 改 正 の 中 に も 組 み 込 ま れ た ω
。 と こ ろ が こ の 社 会

主 義 市 場 経 済 の 概 念 が 暖 昧 な た め、 そ の 理 解 が 困 難 な も の と な っ て い る。 公 式 的 な 説 明 で は

「公 有筒陸 主 体 と す る 市 場 経 済」 と さ れ て い る が（τ〕
、 必 ず し も 明 確 に 資 本 主 義 市 場 経 済 と 区 分

さ れ て い る わ け で は な い。 た だ 中 国 経 済 を 理 解 す る 上 で、 経 済 改 革 と 開 放 政 策 に よ る 市 場 経 済

の 進 展 に の み 目 が 奪 わ れ が ち に な る が、 市 場 経 済 に 社 会 主 義 あ る い は 「公 有 制 を 主 体 と す る」

と い う 限 定 がっ い て い る こ と を 忘 れ て は な らな い であ ろ う。 中 国 の 場 合、 社 会 主 義 に は 政 治 的

に 共 産 党 の 独 裁 的 指 導 が 不 可 分 な も のと な っ て い る の で あ る。

第 ２ にそ う し た 社 会 主 義 市 場 経 済 に と っ て、 現 在 最 も 童 要 な 課 題 の 一 っ に な っ て い る の が、

国 有 企 業 の 経 営メ カ ニ ズ ム の 転 換 と 現 代 企 業 制 度 の確 立 で あ る。 「決 定」 で 述 べ ら れ て い る 現

代 企 業 制 度 の基 本 的 な 特 色 と し て は、 っ ぎの ５ 点 があ げ ら れ て い ポ ω
。

① 資 産 の 権 利 関係 が明 確 で あ る こ と。 企 業 の 国 有 資 産 の 所 有 権 は 国家 に属 し、 企業 は 国 家 を

含 む 出 資者 の投 資 に よっ て形 成 さ れ た 法 人 の す べ て の 財 産 権 を 保 有 し、 民 事権 利 を享 有 し、 民
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事 責 任 を負 う 法 人実 体 と な る こ と。 ② 企 業 は そ の 全 部 の 法 人財 産 を も っ て、 法 律 に 基 づ き、 自

主 的 に 経 営 し、 損 益 に 責 任 を もち、 規 程 通 り 納 税 し、 出 資 者 に 対 し て 資 産 価 値 の 保 持 と増 大の

責 任 を 負う こ と。 ③ 出 資 者 は企 業 に 投 入 した 資 本 額 に 応 じ て 所 有 者 と して の 権 益、 す な わ ち資

産による受益、 重要な政策決定およぴ管理者の選択などの権利を享有する。 企業が破産した場

合は、 出資者は投入した企業の資本額のみに応じて企業の債務に有限の責任を負うこ 』 ④企

業 は、 市 場 の 二 一 ズ に 基 づい て 生 産 ・ 経 営 を 組 織 し、 労 働 生 産 性 と 経 済 効 益 の向 上 を目 的と し、

政 府 は 企 業 の 生 産 ・ 経 営 活 動 に 直 接 介 入 しな い。 企 業 は 市 場 競 争 の 中 で、 優 勝 劣 敗 と い う こ と

に な り、 長 期 欠 損 ・ 債 務 超 過 に な れ ぱ 法 律 に 基 づ いて 破 産 さ せ る こ と。 ⑤ 科 学 的 な 企 業 指 導 体

制 と 組 織 管 理 制 度 を 確 立 し、 所 有 者、 経 営 者、 従 業 員 の 間 の 関 係 を 調 節 し、 奨 励 と 制 約 を 結 び

っ け た 経 営メ カ ニ ズ ム を 形 成 す る こ と。

こ う し た 特 色 を も っ 現 代企 業 制 度 を 確 立 さ せ る た め に、 政 府 は こ れ ま で実 施 し て き た 国 有 企

業の改革を一層強化し、 基本的な方向として国有企業を会社制度 （公司制） に転換させようと

し て い る（９〕
。 そ こ で は 独 資 会 社、 有 限 会 社、 株 式 会 社 の 形 態 が 考 え ら れ て い た。

第 ３ に 上 記 の よ う な 現 代 企 業 制 度 の 確 立 に とっ て 要 と な る 法 律 が、 １９９４ 年 ７月 １ 日 よ り 施

行 さ れ た 会 社 法 （公 司 法） な の で あ る。 こ の 会 社 法 は、 全 部 で １１ 章、 ２３０ 条 か ら 構 成 さ れ る

も の で 中 国 の 法 律 と し て は き わ め て ポ リ ュ ー ム の 大 き い 法 律 と な っ て い る。 こ れ は 様 々 な 側 面

か らの 検 討 が必腰 で あ る が、 こ こ で は社 会 関 連 会 計 の 視 点 か ら、 次 の ２ つ の 特 徴 だ け を取 り 上

げて お き た い。 ①会 社 の 目 的 と して、
「決 定」 と 同 様 に 国 家 の マ ク ロ 的 調 整 の 下 で の 経 済 効 益

と 労 働 生 産 性 の向 上 を 挙 げ て い る こ と。 す な わ ち 会 社 法 第 ５ 条 で は 「会 社 は そ の す ぺ て の 法 人

財 産 を もっ て、 法 に 基 づ い て 自 主 的 に 経 営 し、 損 益 に 貢 任 を も つ。 会 社 は、 国 家 の マ ク ロ 的調

整 の 下 で、 市 場 の需 要 に 応 じて、 自 主 的 に 生 産 経 営 を 組 織 し、 経 済 効 益 と 労 働 生 産 性 を向 上さ

せ、 資 産 価 値 の 保 持 と 増 大 を 目 的 と す る」 と な っ て い る。

②従 業 員 の 経 営 参 加 と そ の 重 要 な 役割 が 会 社 法 の 中 で確 認さ れ て い る こ と。 会 社 法 第 １５ 条

で は従 業員 の 合 法 的 権 益 の 保 護、 労 働 保 議 の 強 化、 安 全 生 産 を 会 社 に 求 め、 第 １６ 条 で は 労 働

組 合 の 組 織 と 援 助 を 確 認 し、 第 ４５ 条、 第 ５５ 条、 第 ５６条、 第 １２１ 条、 第 １２２ 条 第 １２４ 条 な

ど で は 従 業 員 の 経 営 参 加 を 規 程 し て い る〔ｍ〕
。

２． 中国企業会言糊 度の特勧

最 初 に 述 べ た よ う に 中 国 の企 業 会 計 制 度 は、 １９９３ 年 よ り 大 き く 転 換 し て き て い る。 現 在 の

中 国 の 制 度 会 計 は、 １９８５年 に 制 定 さ れ、 １９９３年 に修 正 さ れ た 「中 華 人 民 共 和 国 会 計 法」 が 基

本 的 な 会 計 法 規 と して ま ず 存在 し、 そ の 下 に 「基 本 準 則」 に あ た る 「企 業 会 計 準 則」 が 位 置 し

て い る。 ま た 外 国 投 資 企 業 にっ い て は １９９２ 年７ 月 １ 日 よ り 施 行 さ れ て い る 「外 商 投 資 企 業 会

計制度」 があり、 株式制試行企業にっいては同年の１月１日より施行されている 「株式制試行

企 業 会 計 制 度」 が あ る。 さ ら に 中 国 の 場 合、 こ れ ら に 加 え て 「企 業 会計 準 則」 と 同 時 に 公 布 さ
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れ た 「企 業 財 務 通 則」 が存 在 す る。 こ の 「企 業 財 務 通 則」 は、 企 業 の財 務 管 理 制 度 を整 備、 強

化 す る た め に 設 定 さ れ た も の で あ る が、 企 業 会 計 制 度 と 密 接 に 結 び っ い て い る。 な お こ れ以 外

に 公 認 会 計 士 制 度 の 確 立 と 充 実 を 狙 っ た 「注 紐 会 計 師 法」 もあ る。 こ う し た 中 国 の 企 業 会 計 制

度 に っ い て は す で に 別 稿 で 述 べ て き た の で、 こ こ で は 社 会 関 連 会 計 の 視 点 か ら 興 味 深 い 特 徴 を

指 摘 す る だ け に と どめ た い。

中国企業会計制度の第１の特徴は、 資本会計にある。「企業会計準則」 の第５章所有者持分

の 第３９ 条 に は 「国 家 が 企 業 に 拠 出 す る 専用 拠 出 金 は、 別 途 規 定 が あ る も の を 除 き、 国 家 投 資

と し て 記 帳 し な け れ ぱ な ら な い」 と し て い る。 ま た 同 ４０ 条 「資 本 準備 金 （資 本 公 積 金） は、

株式資本剰余金、 法定財産再評価益、 寄付受入による資産価値 （接受揖贈的資産価値） 等を含

む」 と し て、 再 評 価 剰 余 金 と 贈 与 剰 余 金 を資 本 準 備 金 に 組 み 込 ん で いる。 中 国 社 会 科 学 院 財 政

貿 易 研 究 所 の 陳 元 饗 教 授 に よ れ ぱ、 こ の 贈 与 剰 余 金 は、 お そ らく 海 外 の 華 僑 か ら の 寄 付 を 念 頭

に お い て い る の で は な い か と い う こ と で あ っ た。

第 ２ の 特 徴 は、 利 潤 分 配 の 順 序 が 明 記 さ れ て お り、 公 益 金 の 積 立 て が 投 資 者 へ の 分 配 の 前 に

き て い る こ と で あ る。「企 業 財 務通 則」 第 ３２ 条 で は、 「企 業 の 利 益 は国 家 の 規 定 に 基 づ い て 相

応 な 調 整 を し て か ら、 法 律 に 基 づ い て 所 得 税 を 納 付 す る。 所 得 税 を 納 付 して か ら の 利 益 は、 国

家 が 別 途 規 定 し た も の を 除 き、 次 の 順 序 に 従 っ て 処 分 す る。 ω 財 貨 の 没 収 に よ る 損 失、 税 法 違

反 で 支 出 し た 滞 納 金 お よ ぴ罰 金。１２腔 業 の 以 前 の 年 度 の 欠 損 を 補 填 す る。１３腔 定 準備 金 （公 積

金） を 積 み 立 て る。 法 定 準備 金 は 欠 損 を 楠 填 し、 ま た は 国 家 の 規 定 に 基 づ い て資 本金 を増 額 す

る と き に 使 用 す る。１４松 益 金 を 積 み 立 て る。 公 益 金 は 主 と し て 従 業 員 の 集 団 福 利 施 設 の た め に

支 出 す る。１５ 股 資 者 に 利 益 を 処 分 す る。 企 業 の 以 前 の 年 度 の 未 処 分 利 益 は、 本 年 度と 合併 し て

投 資 者 への 処 分 と す る こ と が で き る」 と 規 定 さ れ て い る。 さ ら に 具 体 的 に 「会 社 法」 第１７７ 条

で は 「会 社 が当 年 度 の 税引 後 利 益 を 分 配 す る と き は、 利 益 の １Ｏ％ を 控 除 し て 会 社 の 法 定 準 備

金 （公 積 金） と し、 ま た利 益 の５％ か ら１Ｏ％ を 控 除 して 会 社 の 法 定 公 益 金 に 入 れ な け れ ぱ な ら

な い。 会 社 の 法 定 準 備 金 （公 積金） の 累 計 額 が 会 社 登 録 資 本 の ５０％ 以 上 の 場 合 は、 控 除 しな

く て も よ い」 と 明 記 さ れ、 法 定 公 益 金 も 第 １８０ 条 で 「会 社 が 控 除 す る 法 定 公 益 金 は、 当 該 会 社

の 従 業 員 の 集 団 福 利 に用 いる」 と 重 ね て 確 認 さ れ て い る。 す な わ ち 従 業 員 の 集 団 福 利 の た め の

基 金 が、 任 意 積 立 金 で はな く 法律 に よ っ て 強 制 さ れた 積 立 金 と し て、 投 資 者 へ の 分 配 の 前 に 利

益 処 分 さ れ る こ と に な っ て い る の で あ 孔

以 上 の こ と か ら、 資 本 主 義 会 計 制 度 に犬 きく 近 づ い た と さ れ る 中 国 の 企 業 会 計 制 度 も そ の 資

本 会 計 の と こ ろ で 幾 分 か は 社 会 主 義 的 要 素 を 残 し て お り、 株 主 以 外 の持 分 を 認 識 す る 可 能 性 が

考 え ら れ る よ う に 思 わ れ る。
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ＩＶ． 中国 社会関 連会計の可能性と展望

１． 中 国 に お け る 付 加 価 値 指 標

前 章 で み て き た よ う に・ 現 代 中 国 企 業 の 経 済 的 背 景 や 目 的、 企 業 会 計 制 度 の特 徴 か らする と
、

中国における企業の経営成果指標として付加価値が重要であり、 成果報告書としては損益計算

書 よ り も 付 加 価 値 計 算 書 が 適切 で は な い か と 思 わ れる。 周 知 の よ う に 付 加価 値 指 標 は、 生 産 性

分析や分配性・社会性分析を進めていくうえで有用な会計指標であり、 社会的業績尺度として

は 利 益 よ り も 優 れ て い る。 筆 者 は、 従 来 よ り 中 国 に お い て な ぜ もっ と 付 加価 値 指 標 が 利 用 さ れ

な い の か と 疑 問 に 思 い、 機 会 あ る ごと に 中 国 の 会 計 研 究 者 に 問 題 提 起 し て き た の だ が
、 納 得 で

き る 回 答 を 得 て こ な か っ た。

こ の よ う な 中 で 本 年 １ 月 に財 政部 が公 表 し た 新 しい 企 業 の 経 済 効 益 評 価 指 標 は、 興 味 深 い も

の で あ る （『経 済 日 報』 １９９５ 年１月 ５ 日、『人 民 日 報』 １９９５年 １月 １０ 日）。 こ れ は １Ｏ 項 目 の 指

標 で あ る が、 そ の う ち ２ っ の 項 目 が 社 会 貢 献 率 と 社 会 書 積 率 と な っ て お り、 次 の 計 算 式 で 求 め

ら れ る。

社会貢献率 ＝ 企業社会貢献総額／平均資産総額 × １ＯＯ

社会書積率 ＝ 国家財政への納付額／企業社会貢献総額 × １ｏｏ

企 業 社 会貢 献 総 額 は、 企 業 が 国 家 あ る い は 社 会 に 対 し て 創 造 ま た は 支 出 した価 値総 額で あ り、

賃 金 ・ 給 料 ・ 賞 与、 労 樹 保 険 そ の他 福 利 賓、 利 息、 付 加 価 値 税、 製 品 売 上 税、 所 得 税、 そ の 他

税 金、 鈍 利 益 な ど を 含 む も ので、 付 加 価 値 指 標 と 理 解 す る こ と が で き る も の で あ る。 ま た国 家

財 政 へ の 納 付 額 は、 付 加 価 値 税、 製 品 売 上 税・ 所 得 税・ そ の 他 税 金 で 企 業 が国 家 に 納 付 し た 税

額をあらわすものである。 いずれにしろ中国政府が企業社会貢献総額という一種の付加価値を

用 い て、 企 業 の 社 会 へ の 貢 献 を 評価 し 始 め た こ と は、 画期 的 な こ と で あ る。 さ ら に 中 国 に お い

て付 加 価 値 指 標 が 開 発 さ れ・ 利 用 さ れ る こ と を 期 待 す る と こ ろ で あ 孔

２． 社会麗連会計確立の可能性

す で に 指 摘 して き た よ う に 中 国 に お け る 社 会 関 遵 会 計 は、 そ の 研 究 が 始ま っ た ぱ か り の 段 階

で あ り、 会 計 研 究 領 域 に お い てま だ 重 要 な 位 置 を 占 め る に 至 っ て い な い。 た だ 社 会 関 連 会 計 確

立 の 可 能 性 は、 潜 在 的 に は 大 き な も の が あ る だ ろ う。 そ の 重 要 な 要 素 を いく っ か挙 げてみ たい。

第 １ は、 社 会 関 連 会 計 の 客 観 的 な 基 盤 が 成 熟 し て き た こ と であ る。 社 会 主 義 市 場 経 済 の確 立

と い う 戦 略 的 目 標 の下 に、 環 境 法、 産 晶 質 量 法、 消 費 者 権 益 保 護 法、 会 社 法、 労 働 組 合 法、 労

働 法 な ど環 境 や社 会、 消 費 者、 従 業 員 等 の権 益 を 擁 護 す る 法 制 度 が 整 備 さ れ て き た。 ま た現 代

企 業 制 度 の特 徴 と 目 的、 企 業 会 計 制 度 に お け る 資 本 会 計 の 特 徴 の 中 で 明 らか に な っ てき た従 業
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員 と 社 会 へ の 賞 任 重 視 と い う 方 向 は、 社 会 関 連 会 計 の 基 盤 整 理 と し て 重 要 な要 素 だと思 わ れ る。

と く に 企業 社会 貢 献 総 額 と い う 付 加 価 値 指標 の利 用 が 開 始 さ れ た こ と は 画 期的 な こと であ ろう。

第２は、 中国の会計学界で 「西方会計学」 を踏まえた理論的研究が活発に展開され始めたと

い う こ と で あ る。 アメ リ カ の 会 計 制 度 や 国 際 会 計 基 準 の 研 究だ け でなく、 現 境会 計や グリー ン・

ア カ ウ ンテ ィ ン グ、 あ る い は 社 会 や 組 織 と 会 計 の 問 題 な ど も い ず れ も っ と 大 きく 取 り 上 げ ら れ

る で あ ろ う。

第 ３ は、 中 国 で は 大 気 や 水 質 汚 染 な ど環 境 問 題 が 深 刻 に な っ て き て お り、 こ の 問 題 に 対 す る

関 心 が 幅 広 く 高 ま っ て い る こ と で あ る。 各 種 の 環 境科 学 に 関 す る 研 究 雑 誌 も 刊 行 さ れ る よ う に

な っ て お り、 ダイ ジェ ス ト 雑 誌 で あ る 『現 境 科 学 文 摘』 な ど を み る と現 境 経 済 学 の 研 究 論 文 も

増 加 して い る よ う で あ る。

Ｖ． む す ぴ

中 国 で は 社 会 関 連 会 計 の研 究 は ま だ ま だ 緒 に つ い た ぱか り で あ り・ 本 格 的 な 研 究 はこ れ か ら

で あ る。 現 在 多 く の 会 計 研 究 者 の 関 心 は、 「西 方 会 計 学」 と 呼 ぱ れ る 西 側 諸 国 の 会 計 学 の 吸 収

と 国 際 会 計 基 準 な ど 国 際 会 計 慣 行 に 合 致 し た 制 度 会 計 の 確 立 に 集 中 して い る。 た だ 中 国 に お け

る 現 代 企 業 と 企 業 会 計 制 度 は、 経 済 改 革 と 開 放 政 策 に よ っ て、 資 本 主 義 の 制 度 に 大 き く 接 近 し

て き た が、 な お 社 会 主 義 の 名 残 り か も し れ な い 中 国 的 な 特 色 を 残 し て い る。

中国 企業 会計 の 今 後 の 展 開 方 向 と し て、 社 会 主 義 市 場 経 済 を 背 景 に し た、 企 業 会 計 制 度 の 構

築 が望 ま し い だ ろ う。 従 業 員 や 社 会、 現境 を 重 視 す る 社 会 関 連 会 計 制 度 の 確 立 は、 そ の 一 っ の

方 向 で あ り、 そ の 際、 成 果 報 告 書 と し て付 加 価 値計 算 書 が 重 要 な 役割 を 担 う こ と が で き る で あ

ろ う。

＜ 注 ＞

ω こ の 「決 定」 は、 中 国 で は 各 機 関 に お い て 学 習 が 奨 励 さ れ て い た も の で あ り、 中 国 の 経 済 改 革 の いわ

ば グ ラ ン ド ・ デ ザイ ン を 示 した もの と し て 重 要 な 決 議 で あ る。 以 下 こ の 決 議 の 主 要 内 容 を 紹 介 す る こと

に し た い が、 紙 幅 の 都 合 上、 こ こ で は大 項 目 の 列 挙 に と ど め ざ る を え な い。 ω 国 有 企 業 の 経 営 メ カ ニ ズ

ムの 転 換 と 「現 代企 業 制 度」 の 確 立、１２肺 場 体 系 の 育 成 と 発 展、１３ 政 府 の 職 能 の 転 換 と マク ロ 経 済 詞 整

体 系 の 確 立。 す なわ ち 財 政 制 度 ・ 税 制 の 改 葦 （①分 税 制、 ② 税 法 の 整 備、 ③ 複 式 予 算 制 度）、 金 融 体 制

改 章 （① 人 民 銀 行 の 中 央銀 行 と し て 機 能 強 化、 ②政 策 性銀 行 の 設 立、 ③ 商 業銀 行 の 発 展）、 ω 合 理 的 な

個 人 収 入 分 配 と 社 会 保 障 制 度 の 確 立。 貸 金 制 度 の改 革 と個 人 所 得 税 の 徴 収 ・管 理 の 強 化。 さ ら に 「養 老

保 険」・ 「医 療 保 険」・ 「失 業 保 険」、 「労 働 障 害 保 険」 な どの 整 備 と 充 実、１５〕農 村 経 済 体 制 の改 章。 農 業 生

産 へ の 支 時 と 農 民 の 利 益 保 議。 郷 債 企 業 の 発 展 と 強 化、１６〕対 外 経 済 体 制 改 革 の 深 化と 対 外開 放 の 拡 大、

１７閥 学技術体制と教育体制の 一層の改革、１８）法制度の蟹備と 強化

１２〕 中 華 人 民 共 和 国 財 政 部 会蕎十司 編 （１９９４ 年 ８ 月） ２９８－３８２ 頁。 な お 昨 年 ７ 月 １５ 日 に 中 国 証 券 監督 管 理

委 員 会 が 上 場 会 社 に よ っ て 提 出さ れ た 年 次 報 告 書 に つ い て 論 評 を 加 え て い る。 上 場 会 社 １８３ 社 の う ち

１６９ 社 が 年 次 報 告 書 を 同 委 員 会 に提 出 し た が、 残 り の １４ 祉 が ま だ 未 提 出 で あ る こ と、 青 島 ビ ー ル な ど

７５ 社 の 報 告 書 が 同 委 員 会 の 「年 次 報 告 書 準 則」 に 合 致 し、 優 れ て い る が、 新 し い 会 計 制 度 や 報 告 制 度
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に 従 っ て い な い 会 社 も 多 い こ と な ど を 指 描 し、 讐 告 して い る （ ｒ人民１ヨ 報』 １９９４ 年 ７ 月 １６ 日、 ｒ証 券

市 場 週 刊』 １９９４ 年 ７月 １６ 日 ４ 頁）。

１３〕 社 会 関 連 情 報 と 人 的 資 源 会 計 情報 の 関 係 に つ い て は、 拙 稿 （１９９１ 年） を 参 照。

１４） 筆 者 は、 宋 献 中 副 教 授 と は数 年 前 に 湖 南 財 経 学 院 を 訪 問 し た 際 に お 会 い し て い た が、 咋 年 杭 州 で 開 催

さ れ た 中 青 年 財 務 ・ 原 価 会 計 学 会 で ゆ っ く り 話 す 機 会 を 得 た。 彼 の 関 心 は、 最 近 で は財 務 論 の 分 野 に 移

り、 近 年 の グリ ー ン ・ ア カ ウ ン ティ ン グや 環 境 会 計 に っ い て は 十 分 な フ ォ ロ ー を して い な い と い う こ と

で あ っ た。 同 氏 の 招 待 に よっ て、 蟹 南 大 学 に も訪 間 し・ 同 大 学 の 研 究 者 と 研 究 交 流 を行 な う こ と が で き

た 。

１５〕 天 津 財 経 学 院 か ら招 待 を 受 け て、 同 学 院 を 訪 問 し た 際、 田 蜆 偏 講 師 に 通 訳 を して い た だ い て 講 義 と 研

究 交 流 を 行 な っ た。 ３ 日 間 の 滞 在 中、 田 講 師 は日 本 語 が で き る た め、 じっ く り 話 を 聞く こと がで きた が、

彼 も 最 近 で は中 国 の 会 計 割 度 の 改 革 が 急 激 な ため、 制 度 会 計 の 研 究 と 公 認 会 計 士 の 受 験 勉 強 が 忙 しく、

社 会 関 遵 会 計 の 研 究 は遅 れ て い る と の こ と で あっ た。 い ず れ 修 士 論 文 は 公 刊 する そ う で あ る。

１６） 意 法 １５ 条 で は従 来、 「国 家 は 社 会 主 義 的 公 有制 の 基 礎 の 上 に 計 画 経 済 を 実 施 す る。 国 家 は経 済 計 画 の

総 合 的 均 衡 と 市 場 調 節 の 補 助 的 作 用 を つ う じ て、 国 民 経 済 の 比 率 を も っ た調 和的 発 展 を保 証す る」 と なっ

て い た と こ ろを 「国家 は 社 会 主 義 市 場 経 済 を 実施 す る。 国 家 は 経 済 立 法 を 強 化 し マ ク ロ 調 整 を より い っ

そ う 完 全 に する」 と い う よ う に 変 更 さ れて、 社 会 主 簑 市 場 経 済 が 明 確 に打 ち 出 さ れ、 経 済 立 法 も 強調 さ

れ る こと に な っ た の で あ る。 こ の 他 国 営 企 業 が 国 有 企 業 に、 国 営 経 済 が国 有 経 済 に 改 正 さ れ た。 三菱 総

合 研 究所 編 『中 国 情 報 ハ ン ド ブッ ク １９９３ 年 版』 査 査 社 １９９３ 年 ６ 月、 ２８－２９ 頁 （竹 内 実 訳）。

１７〕 馬 洪 主 編 （１９９３ 年 １０ 月） ７ 頁、 あ る い は ｒ「中 共 中 央 関 於 建 立 社 会 主 簑 市 場 経 済 体笥嵯 干 問 題的 決 定」

名 詞 解釈』 １１ 頁 参 照。 しか し、 渡 辺 利 夫 教 授 が 指 摘 さ れ て い るよ う に、 社 会 主 義 市 場 経 済 と い う 概 念

は 「木 に 竹 をつ い だ よ う な」 感 が し な い も の で は な い。 漬 辺 （１９９４ 年 １１月、 ２９－３６ 頁） 参 照。

１８〕 『「中 共 中 央 関 於 建 立 社 会 主 簑 市 場 経 済 体 制 宕 干 問 題 的 決 定」 名 詞 解 釈』 ５－６ 頁 参 照。

（９〕 中 国 の 国 営 企 業 改 革 の 経 締 と 現 状、 事 例 に つ い そ は、 拙稿 （１９９３ 年 ３月、 １９９４ 年 ３ 月） 参 照・

ω 第 １５ 条 「会 社 は、 従 業 員 の 合 法 的 権 益 を 保 議 し、 労 働 保 議 を 強 化 し、 安 全 生 産 を 実 現 し な け れ ぱ な

ら な い。 会 社 は、 多 様 な 形 式 を 採 用 し て、 会 社 の 従 業 員 の 職 業 教 育 と 職 場 研 修 を 強 化 し、 従 業 員 の 質 を

向 上 さ せ る。」。 第 １６ 条 「会 社 の 従 業 員 は、 法 に 基 づ い て 労 働 組 合 を 組 織 し、 組 合 活 動 を 展 開 し・ 従 業

員 の 合 法 的 権 益 を 保 議 す る。 会 社 は、 自 社 の 労 働 組 合 の た め に 必 要 な 活 動 の 条件 を 提 供 し な け れぱ な ら

な い。 国 有 独 資 会 社 お よ び ２ 社 以 上 の 国 有 企 業 あ る い は そ の 他 の ２ 杜 以 上 の 国有 投 資 主 体 が 投 資 して 設

立 した 有 限 責 任 会 社 は、 意 法 と 関 係 法 律 の 規 定 に 基 づ い て、 従 業 員 代 表 大 会 その 他 の 方 式 を 通 じて 民 主

的 管 理 を 実 行 す る。」。 第 ４５ 条 「有 限 責 任 会 社 に量 事 会 を 設 置 す る 場 合、 そ の 欄 成 員 は ３ 名 か ら１３ 名 と

す る。 ２ 社 以上 の 国 有 企 業 あ る い はそ の 他 の２ 社 以 上 の 国 有 投 資 主 体 が投 資 し て 設 立 し た 有 限 責任 会 社

は、 会 社 の 従業 員 代 表 を 入 れ な け れ ばな ら な い。 査 事 会 の な か の 従 業 員代 表 は、 全 社 従 業 員 が 民主 的 に

選 任 す る。 一一略 一 」。 第 ５５ 条 「会 社 は、 従 業 員 の 給 与、 福 利、 安 全 生 産 お よ ぴ 労 動 保 議、 労 働 保 険

な ど従 業 員 の利 害 に 密 撲 に 関 わ る 問 題 を 検 討 し、 決 定 す る 場 合、 事 前 に 会 社 の 労 働 組 合 と 従 業 員 の 意 見

を 聴 取 し、 さ ら に 労 働 組 合 あ る い は 従業 員 代 表 を 関 係 会 議 に 列 席す る よ う 招 請 し な け れ ぱ な ら な い。」。

第 ５６ 条 「会 社 が 生 産 経 営 に つ いて の 重 大 な 問 題 を 検 討 し、 決定 し、 重 要 な 規 則 制 度 を 制 定 す る 場 合、

会 社 の 労 働 組 合 と 従 業 員 の 意 見お よ ぴ 建 議 を 聴 取 しな け れ ぱ な ら な い。」。 第 １２１ 条 と 第 １２２ 条 は 省 略。

第 １２４ 条 「株 式 有 限 会 社 は監 事 会 を 設 置 し、 そ の 構 成 員 は ３ 名 を 下 回 っ て は な らな い。 監 事 会 は そ の 構

成 員 の 中 か ら召 集 人 １ 名 を 選 任 し な け れ ぱ な ら な い。 監 事 会 は、 株 主 代 表 と 連 切 な 比 率 の 会 社 従 業 員 代

表 に よ っ て 構 成 し、 具 体 的 な 比 率 は、 会 社 定 款 で 規 定 す る。 監 事 会 の 中 の 従 業 員 代 表 は、 全 社 従 業 員 が

民 主 的 に 選 任 す る。 竈 事、 経 理 お よ び財 務 責 任 者 は、 監 事 を 兼 任 し て は な らな い。」 国 家 体 改 委 政 策 法

規 司 ・ 司 法 部 宣 伝 司 編 （１９９４ 年 １ 月） 参 照。
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